
暮らしの情報

年金だより 老齢年金の「源泉徴収票」が送付されます

市民文化部保険年金室（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

平成29年度

保育所・認定こども園等の園児を
二次募集します

保育所名 所在地

市
　
　
立

第一愛護園 南崎町751番地
第二愛護園 本町四丁目8番25号
みなみ保育園 天神三丁目2番33号
神辺保育園 太岡寺町1259番地2
昼生保育園 中庄町695番地3
和田保育園 和田町1488番地168
川崎南保育園 長明寺町250番地2
加太保育園 加太板屋4620番地

私
　
　
立

第三愛護園 南野町9番1号
亀山愛児園 東町一丁目10番16号1
川崎愛児園 川崎町4928番地
野登ルンビニ園 両尾町2193番地
なのはな保育園 川合町1209番地

＜保育所＞

＜認定こども園＞
認定こども園名 所在地

（市立）関認定こども園アスレ 関町木崎786番地

※�小規模保育事業は、０歳～２歳のお子さんを対象に
定員19人以下の小規模な環境で行う保育です。
※�保育内容（給食の提供、保育時間、利用者負担額
（保育料））などは、認可保育所に準じています。

＜小規模保育事業＞
小規模保育事業施設名 所在地

（私立）ちびっこかめやま園 上野町270番地20

申込資格
１号認定⇒関認定こども園アスレ
　市内在住で次の期間に生まれた幼児
▷３歳児…平成25年４月２日～平成26年４月１日
▷４歳児…平成24年４月２日～平成25年４月１日
▷５歳児…平成23年４月２日～平成24年４月１日
２号認定⇒各保育所、関認定こども園アスレ、３号認定
⇒各保育所、関認定こども園アスレ、小規模保育事業
　市内在住で平成23年４月２日以降に生まれた就学前
の保育が必要な乳幼児。ただし、入所日時点で満６カ月
以上とします（２号認定・３号認定共通）。
※ 認定区分など詳しくは、広報かめやま10月16日号ま

たは市ホームページでご確認ください。
申�込書等の受付　１月４日（水）～13日（金）（土・日曜

日、祝日を除く）の午前８時30分～午後５時15分に、
健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室（あい
あい）へ、申込書・認定申請書などを提出してくださ
い（認印の持参）。

※ 一次募集での入所内定後でも、空きの有無に関わら
ず、すべての園・クラスで募集します（空きがない場
合でも、一次募集での入所内定後に入所を辞退する
などの場合があるため）。

※ 申込書・認定申請書などは、子ども家庭室（あいあい）
で配布します。また、市ホームページからもダウン
ロードできます。

問合先　健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）

＜受付期間＞
１月４日（水）から
１月13日（金）まで

※土・日曜日、祝日を除く

　平成28年１月～12月の老齢年金を受給した人へ、日本年金機構から１月に
源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票は、所得税の確定申告時に提出する
必要がありますので、大切に保管してください。
※ 障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。
※ 源泉徴収票を紛失した場合は再交付ができますので、日本年金機構津年金

事務所または「ねんきんダイヤル」（☎0570－05－1165）へご連絡ください。

6 広報かめやま　平成28年12月16日号


